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       議   案   目   次   （追 加） 

 

第８９号議案 令和４年度長崎市一般会計補正予算（第４号） 

第９０号議案 市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例 



第９０号議案 

   市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例 

市長及び副市長の給与に関する条例（昭和２６年長崎市条例第１１４号

）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

 １４ 令和４年７月から同年１２月までの分として支給する市長の給料の

額は、第３条第１号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該額の

１００分の５０に相当する額を減じて得た額とする。 

  附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和４年６月９日提出 

                  長崎市長  田 上 富 久   

 

   理 由 

 長崎地方裁判所平成３１年 (ワ)第１１４号損害賠償等請求事件の判決を受

け、本市の代表者としての責任により、市長の給与を減額したいので、こ

の条例案を提出する。 
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